
医療安全相談員募集案内 

 

和歌山県医療安全支援センターが開設する医療安全相談窓口の相談員を次のとおり募集します。 

 

１ 募集人員  ２人 

 

２ 職務内容  患者又は住民等からの医療に対する苦情、心配又は相談に対し、医療安全に関

する助言及び情報提供等を行う業務 

 

３ 勤務場所  和歌山県福祉保健部福祉保健政策局医務課 

        〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１ 

 

４ 応募資格  令和７年１２月１日現在、次のすべてに該当するものとします。 

        （１） 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第７条第３項の規

定による看護師免許証を有する者 

        （２） 医療機関において９年以上の看護経験、かつ１年以上の医療に係る相談

業務経験を有すること 

        （３） ワード・エクセル等のパソコン操作ができる者 

 

※ただし、地方公務員法第１６条に定める次のいずれかに該当する人は応募 

できません。 

・ 拘禁刑以上の刑に処せされ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの人 

          ・ 和歌山県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条

から第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた人 

          ・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した人 

 

５ 応募手続  履歴書（様式任意）、職務経歴書（様式任意）、看護師免許証の写し及び公共職

業安定所の紹介を、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局医務課に提出してくだ

さい（郵送の場合は、必ず「簡易書留郵便」で送ってください。）。   

 ※提出書類については返却いたしません。 

 

６ 申込締切  令和７年１２月２２日（月）１７時まで 

        郵送の場合は、当日必着です。 

 

７ 試 験 等  面接試験で選考します。 



８ 試験日時  ・申込者と日程調整のうえ試験日時を通知します。 

・試験日時は、令和８年１月中旬～２月上旬の１０時００分～１７時００分の

間で調整し、試験の所要時間は約３０分を予定します。 

         

９ 結果通知  試験の合否については、令和８年２月中旬から２月下旬頃に和歌山県福祉保健 

部福祉保健政策局医務課より文書にて通知します。 

 

10 勤務期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

          

11 勤務条件  （１） 勤務日数  週３日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。） 

        （２） 勤務時間  ９時から１６時 (うち１２時～１３時は休憩時間) 

        （３） 時間外勤務   臨時又は緊急の必要がある場合に加え、常勤職員により 

対応できない場合など、真にやむを得ない場合に限る 

        （４） 休 日  「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」を

適用 

        （５） 社会保険   適用なし 

        （６） 災害補償  「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例」を適用 

        （７） 通勤手当  「職員の通勤手当に関する規則」を適用 

 

12 任用期間  １会計年度の範囲内とし、会計年度任用職員取扱基本要綱第 6条に該当する場 

合には、１回に限り任用の更新を行うことができる。 

 

13 再度の任用  会計年度任用職員取扱基本要綱第７条に該当する場合には、公募によらず３回 

まで翌会計年度において再度の任用を行うことができる。 

 

 

14 報  酬  報酬日額９，５２２円（令和７年１１月現在） 

（報酬日額は前歴に基づき決定します。所得税、雇用保険料等が差し引かれま

す。） 

 

15 問 合 せ  和歌山県福祉保健部福祉保健政策局医務課 

         〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１ 

         電話０７３－４４１－２６００ 

 


